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平成29年１月15日号

≪乳がん指定医療機関情報≫　平成28年度の佐々総合病院の乳がん検診は定員に達しました。　◆健康課o（p042－438－4021）

平成28年分の所得税および復興特別所得税の確定申告期間は
２月16日㈭〜３月15日㈬です

東村山税務署の申告書
作成会場開設は２月10日㈮から

日曜窓口
　税務署は平日のみの開庁ですが、２月
19日㈰・26日㈰に限り、所得税、個人
消費税および贈与税の申告相談および申
告書の受付を行います。
※国税の領収・納税証明書発行・電話相
談は行いません。

申告書の作成は国税庁kから

　国税庁k「確定申告書作成コーナー」
でご自宅のパソコンやタブレット端末な
どから申告書を作成することができます。
給与所得者または年金所得者向けの分か
りやすい画面もありますので、初めての
方もぜひご利用ください。
　作成した申告書は、マイナンバー（個
人番号）カードとICカードリーダライタ
を準備すれば「e-Tax（電子申告）」を利用
して提出できます（カードがなくても印
刷（白黒可）のうえ郵送などで提出可）。
※住基カードの電子証明書は有効期限内
であれば、新たにマイナンバーカードの
交付を受けるまで引き続きe-Taxで利用可
□問い合わせ先
●申告・納付など…上記jへ。
●�確定申告書等作成コーナーの操作…
e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
（p0570－01－5901）
　１月16日㈪〜３月15日㈬の受付時間
　◦�e-Tax…24時間無休（毎月曜日午前

０時〜８時30分を除く　※初日は
８時30分から）

　◦�e-Tax・作成コーナーヘルプデスク…
月〜金曜日および２月19日〜３月
12日の日曜日午前９時〜午後８時

j東村山税務署
（〒189－8555東村山市本町１－20－22・p042－394－6811）
　東村山税務署では、１月23日㈪から駐車場が使用できませんので、
車での来署はご遠慮ください。

納税は、期限内にご自身で！
　申告書の提出後に、納付書の送付や納
税通知書などによる納税のお知らせは
行っていません。納付には便利な振替納
税をご利用ください。

平成28年分確定申告書の
振替納付日

● �所得税および復興特別所得税：４月
20日㈭

●�消費税および地方消費税：４月25日㈫
電子納付をご利用になると、自宅やオ
フィスなどのインターネットを経由し
て納付できます。詳細は、上記jへ。

申告書にはマイナンバーの
記載が必要です！

　なりすましを防止するため、申告書や
申請書などには「マイナンバーの記載」と
「本人確認（番号確認と身元確認）」が必要
です（窓口提示または写しの添付）。
※確認に時間がかかりますので事前にご
用意ください。
①マイナンバーカード（個人番号カード）
※１つで「番号確認」と「身元確認」ができ
ます。
②（①がない場合）番号確認書類�＋�身元
確認書類　
●�番号確認書類…通知カード・マイナン
バー記載の住民票など

● �身元確認書類…運転免許証・パスポー
ト・障害者手帳・公的医療保険の被保
険者証など

※市役所で確定申告書の作成・相談・提
出をする場合や、東村山税務署に郵送で

提出する場合は、①の写し（両面）または
②の写しを添付してください。

復興特別所得税の
計算をお忘れなく

　平成25〜49年の各年分は、復興特別
所得税を所得税と併せて申告・納付する
こととされています（還付申告でも計算
が必要）。
　復興特別所得税の額は、各年分の基準
所得税額（原則、その年分の所得税額）に
2.1％の税率を乗じて計算した金額です。
また、平成25年１月１日〜平成49年12
月31日に生じる所得について、源泉所
得税が徴収されている場合には、復興特
別所得税が併せて徴収されています。

国外財産調書の提出
　平成28年12月31日において、価額の
合計額が5,000万円を超える国外財産を
有する方は、３月15日㈬までに提出を
お願いします。
　提出がなかった場合や正しく記載され
ていない場合には、加算税の加重措置や
罰則が適用されることがありますのでご
注意ください。

財産債務調書の提出
　所得税および復興特別所得税の確定申
告書を提出しなければならない方で、平
成28年分の総所得金額および山林所得
金額の合計額が2,000万円を超え、平成
28年12月31日において、その価額の合
計額が３億円以上の財産またはその価額
の合計額が１億円以上の国外転出特例対

象財産を有する方は、３月15日㈬まで
に提出をお願いします。
　提出がなかった場合や正しく記載され
ていない場合には、加算税の加重措置が
適用されることがありますのでご注意く
ださい。

税理士による無料申告相談
〜申告書を作成して提出できます〜

□税理士による無料申告相談
会場 日程 受付時間

防災センター
６階

�２月
 ７日㈫〜
10日㈮

午前９時30分〜
午後３時30分

　小規模納税者の所得税および復興特別
所得税・個人消費税、年金受給者・給与
所得者の所得税および復興特別所得税の
申告（土地・建物・株式などの譲渡所得
のある場合を除く）を作成して提出でき
ます。申告書などの提出のみの受付はし
ませんので、直接税務署に提出してくだ
さい（郵送可）。
h筆記用具・計算機・申告書の控え（前
年以前に申告した場合）
※申告に必要な添付書類がある場合は持
参してください。
※混雑状況により受付を早く締め切る場
合があります。初日の午前中は特に混雑
します。混雑緩和にご協力ください。
※所得金額が高額な方や相談内容が複雑
な方は、税務署をご利用ください。
※申告書にはマイナンバーに係る本人確
認書類（①マイナンバーカードまたは②
通知カードなどの番号確認書類および運
転免許証などの身元確認書類）の写しが
必要です。必ずご持参ください。
※車での来場はご遠慮ください。

還付申告は２月15日㈬
以前でも提出を

受け付けます（平日のみ）

東村山税務署からのお知らせ

　開場初日と最終週は大変な混雑が予想されます。期間中はこれらの日をなるべく避
けてお越しください（２月９日㈭までは常設窓口対応のみ）。混雑具合により受付を早く
締め切る場合がありますので、午後４時ごろまでにお越しください。
※個人事業者の消費税および地方消費税の申告・納税は、３月31日㈮まで

※贈与税の申告・納税は、２月１日㈬〜３月15日㈬

事業主の皆さんへ
東京都と都内区市町村からのお知らせ

　平成29年度から個人住民税の特別徴収を徹底します。
□特別徴収とは
事業主の方（特別徴収義務者）が従業員
（納税義務者）に代わり、毎月給与から
個人住民税を差し引き、納入していた
だく制度で、法律で義務付けられてい
ます。
※従業員が常時10人未満の場合は、
従業員がお住まいの市区町村に申請書
を提出し承認を受けることで、年12
回の納期を年２回にすることができる
「納期の特例」制度があります。

□特別徴収のメリット
所得税のように、税額の計算や年末調
整をする手間が掛かりません。事業主
の皆さんは、特別徴収の実施に向けて
ご協力をお願いします。
◆市民税課n
（p042－460－9828）

個人住民税PRキャラクター
ぜいきりん

　マイナンバー制度の導入に伴い、申告書にマイナンバー（個人番号）の記載が必
要になりました。これにより、申告書に記載されたマイナンバーが正しいことの
確認（番号確認）および申告書を提出する方が番号の持ち主であることの確認（身
元確認）による本人確認が義務付けられることになりました（窓口提示または写し
の添付）。

□確認書類
●マイナンバーカードのみ

● �通知カードまたはマイナンバー記載
の住民票（番号確認）および運転免許
証・パスポートなど官公署発行の顔
写真付き証明書（身元確認）

※顔写真付きのものがない場合は、保
険証・年金手帳など官公署発行の証明
書２点が必要です。
※郵送の場合は、写しを同封してくだ
さい。

マイナンバー制度の導入に伴う変更点
市・都民税の申告の際に番号確認と身元確認が必要になりました


